
静岡県土地利用審査会

１ 設置の目的、根拠

(1) 目的 国土利用計画法に基づく土地取引規制措置の的確かつ公正な適用を図るための

意見・助言を聴く

(2) 根拠 国土利用計画法第39条第１項、静岡県土地利用審査会条例、同審査会運営規程

２ 組織

(1) 土地利用審査会は、７人で組織する。(法第39条第３項、条例第２条第１項)。

(2) 委員は、土地利用、地価その他の土地に関する事項について優れた経験と知識を有し、

公共の福祉に関し、公正な判断をすることができる者のうちから、知事が議会の同意

を得て任命する(法第39条第４項)。

(3) 委員の任期は３年 (条例第２条第２項)。今回：令和４年12月21日～令和７年12月20日

(4) 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める(条例第３条)。

３ 審議事項

(1) 国土利用計画法に基づき、県知事が土地取引を規制する区域（注視区域、監視区域及

び規制区域）を指定、変更、解除する場合に、その内容を審議し意見する。

(2) 国土利用計画法に基づく土地取引の届出について、県知事が届出者に対し、土地利用

目的の見直しを求める勧告等を行う場合に、その内容を審議し意見する。

(3) 遊休土地に認定された土地について、県知事が届出者に対し、利用計画の変更を求め

る勧告を行う場合に、その内容を審議し意見する。

４ その他

「土地利用審査会委員」と「地価調査会委員」との兼務（静岡県地価調査会設置要綱）
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国土利用計画法：土地取引規制の概要

○ 静岡県：過去の監視区域指定状況

区分
右３区域以外の地域
(事後届出制)

注視区域
(事前届出制)

監視区域
(事前届出制)

規制区域
(許可制)

根拠 23条～27条の２ 27条の３～５ 27条の６～９ 12条～22条

対象

取引

土地売買等の契約
○要件
・土地に関する権利の移転又は設定
・対価の授受
・契約の存在
○具体例
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、一時金を伴う賃借権等
設定、譲渡予約完結権及び買戻権等の譲渡等

区域

指定

要件

なし
(右３区域以外の地
域)

・地価の社会的経済的
に相当な程度（５％
程度）を超えた上昇
又はそのおそれ
・適正かつ合理的な土
地利用の確保に支障
を生ずるおそれ

・地価の急激な上昇
（10％程度）又はそ
のおそれ
・適正かつ合理的な土
地利用の確保が困難
となるおそれ

・投機的取引の相当範
囲にわたる集中又
はそのおそれ、及び
地価の急激な上昇
又はそのおそれ等

対象

面積

・市街化区域 2,000㎡以上
・その他の都市計画区域 5,000㎡以上
・都市計画区域外 10,000㎡以上

都道府県知事等が規
則で定める面積(左
の面積未満)以上

面積要件なし

届出
(申請)
時期

契約締結後
２週間以内

契約締結前 契約締結前

勧告

(許可)

要件

利用目的のみ

(価格審査を行わない)

・ 公表された土地利
用計画に適合しな
いこと等
※届出後、３週間以
内に勧告等を通知

価格及び利用目的

・届出時の相当な価額
に照らし著しく適正
を欠くこと
・土地利用計画に適合
しないこと等

価格及び利用目的

・届出時の相当な価額
に照らし著しく適正
を欠くこと
・土地利用計画に適合
しないこと等
・投機的取引に当たる
こと

価格及び利用目的
（不許可基準）

・区域指定時の相当な
価額に照らし適正
を欠くこと
・土地利用計画に適合
しないこと等
・投機的取引に当たる
こと

現状 指定実績なし
県内 指定区域なし
（H7.4に全面解除）

指定実績なし

区分 指定日 指定市町村 指定区域 届出対象面積

１次 Ｓ63.12.１ 静岡・浜松・沼津 中心商業地 300(㎡以上）

２次 Ｈ元.８.１ 静岡外 11市町 商業地、住宅地 200 ～ 2000

３次 Ｈ２.４.１ 静岡外 42市町村 都計区域内外 100 ～ 1000

〃 Ｈ３.12.１ 静岡外 56市町 同 上 同 上

緩 和 Ｈ６.３.１ 同 上 同 上 300, 1000

再指定 Ｈ６.12.１ 静岡外 27市町 同 上 500, 2000

解 除 Ｈ７.４.１ 同 上 全面解除 ―

いずれも満たすものが対象


